
○脇町劇場管理規則 

平成１８年３月２８日 

規則第２０号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、脇町劇場設置条例（平成１７年美馬市条例第９６号。以下「条

例」という。）第１３条の規定に基づき、脇町劇場施設（以下「施設」という。）

の管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（入館） 

第２条 条例第２条第１号に規定する閲覧のため施設に入館しようとする者は、入場

券（様式第１号）の交付を受けなければならない。 

２ 入場券は、入館料と引換に交付する。 

３ 入場券の有効期限は、交付の日限りとする。 

４ 入場券の再交付は行わない。 

（使用の申請及び許可） 

第３条 条例第２条第２号の規定により映画等の催物を行うため施設を使用しようと

する者は、使用しようとする日（連続して使用しようとするときは、その初日。以

下「使用日」という。）の１年前から６日前までに脇町劇場施設使用許可申請書（様

式第２号）を市長に提出しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると

認めるときは、この限りでない。 

２ 市長は、前項に規定する施設の使用の申請が適当と認めるときは、脇町劇場施設

使用許可通知書（様式第３号）を当該申請をした者に通知する。 

（使用の変更等） 

第４条 前条第２項の規定により施設の使用の許可を受けた者（以下「使用者」とい

う。）が、当該許可を受けた事項を変更し、又は取り消そうとするときは、その都

度、脇町劇場施設使用変更（取消し）許可申請書（様式第４号）に同項又は次項に

規定する許可書を添付して市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する施設の使用許可事項の変更又は取消しの申請が適当と認



めるときは、脇町劇場施設使用変更（取消し）許可通知書（様式第５号）を当該申

請をした者に通知する。 

（入館又は使用の拒否） 

第５条 市長は、施設の管理上支障があると認めるときは、第２条の規定による入館

又は前２条の規定による使用を拒むことがある。 

（使用の許可の停止等） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前２条の規定にかかわらず、

施設の使用許可を停止し、又は取り消すことができる。 

（１） その使用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認め

られるとき。 

（２） その使用が施設の施設、附属設備等を破損するおそれがあると認められる

とき。 

（３） 使用許可又は使用変更（取消し）許可の申請に偽りがあったとき。 

（４） 使用許可条件に反したとき。 

（５） その他市長の指示に従わないとき。 

２ 前項の規定により、使用許可の停止等の処分を受けた使用者に損害が生じても、

市は、これを賠償しないものとする。 

（入館料の減免） 

第７条 条例第８条の規定により入館料等の全部若しくは一部を減額し、又は免除す

ることができる場合は、次のとおりとする。 

（１） 国若しくは地方公共団体の議会議員又は職員が研修視察を目的として入館

するとき。 

（２） 教育機関等の調査者が学術研究を目的として入館するとき。 

（３） 報道機関の取材関係者が取材等を目的として入館するとき。 

（４） 観光業者等の添乗員等又はボランティア観光案内者が一般観光客を案内す

ることを目的として入館するとき。 

（５） その他市長が特に必要と認めるとき。 



（入館者の遵守事項） 

第８条 入館者は、次の事項を守らなければならない。 

（１） 建物及び附属物を故意に損傷しないこと。 

（２） 展示品、設備品等にみだりに触れないこと。 

（３） 火気及び危険物を使用しないこと。 

（４） 喫煙をしないこと。 

（５） 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

（６） その他市長の指示する事項に従うこと。 

（使用者の遵守事項） 

第９条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 使用許可を受けた設備、器具等以外のものを使用し、又はこれらを他に移

動させないこと。 

（２） 他人に危害をおよぼし、又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれ

があると認められる者を入場させないこと。 

（３） 使用した設備等は原状に復し、及び整理整頓をすること。 

（４） 使用許可に際し付された条件その他市長の指示する事項に従うこと。 

（指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用） 

第１０条 条例第１１条の規定により指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に施設の

管理を行わせる場合にあっては、第３条から第６条まで及び第８条及び前条中「市

長」とあるのは「指定管理者」と、第６条第２項中「市」とあるのは「市又は指定

管理者」と、様式第２号から様式第５号までの規定中「美馬市長」とあるのは「脇

町劇場施設指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。 

２ 条例第１２条第２項の規定により指定管理者に施設の利用に係る料金を当該指定

管理者の収入として収受させる場合にあっては、第７条第５号中「市長」とあるの

は「指定管理者」と、様式第２号から様式第５号までの規定中「使用料」とあるの

は「利用料」と読み替えて適用する。 



（その他） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第３条関係） 

様式第４号（第４条関係） 

様式第５号（第４条関係） 

 


